
 

米の需給調整に関する意見書 

 

コロナ禍による予期せぬ需要減等により主食用米の民間在庫は業務用米を中

心に増加し、令和 3年 6月末で 219万トンと適正水準とされる 180万トンを大

幅に超過している。 

農林水産省は令和 3年 7月 29日の食糧部会において、3年産米の生産量見通

し 693 万トン（作付け転換△6.7 万 ha）をほぼ達成したとしたが、この見通し

はコロナ禍による予期せぬ需要減まで見込んでいるものではなく、今後の作況

が豊作基調となればさらに生産量は増加する。 

2年産米がこの秋以降に持ち越されれば、3年産米の需給緩和と米価下落、加

えて 4 年産作付け転換にも上乗せされ、稲作を根幹とする本県農業への甚大な

影響が懸念される。 

ついては、持続可能な水田農業の維持・発展に向け、下記のとおり強く要望

する。 

 

記 

 

コロナ禍による予期せぬ需要減に対して、政府備蓄米の運用改善等あらゆる

政策を総動員した市場隔離の実施、さらには倉庫の新設や低温倉庫の改修にか

かる支援等、収穫後の出口対策について強化・拡充すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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